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戦
争
と
大
学

　

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
十
月
二
十
八
日
午
後
一
時
か
ら
本
学

大
講
堂
に
お
い
て
、
法
学
会
（
会
長
林
頼
三
郎
、
副
会
長
柴
田
甲

四
郎
）
の
主
催
で
、
刑
法
学
大
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

講
演
は
大
審
院
判
事
の
草
野
豹
一
郎
本
学
講
師
が
「
発
売
禁
止

と
出
版
法
」
を
、
東
大
の
小
野
清
一
郎
教
授
が
「
刑
事
補
償
に
就

て
」
を
、
京
大
の
瀧た
き

川が
わ

幸ゆ
き

辰と
き

教
授
が
「『
復
活
』
を
通
し
て
見
た

る
ト
ル
ス
ト
イ
の
刑
法
観
」
の
順
で
行
わ
れ
た
。

　

瀧
川
の
講
演
は
、著
書
『
激
流
』
に
よ
れ
ば
「
イ
タ
リ
ヤ
の
チ
ュ

ラ
テ
ィ
、
ス
イ
ス
の
エ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
刑
罰
否
定
論
を
批
判
し

て
『
復
活
』
に
出
て
く
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
刑
罰
思
想
を
紹
介
し
、

社
会
は
犯
人
に
復
讐
的
態
度
を
も
っ
て
対
抗
す
る
ま
え
に
、
犯
罪

の
原
因
を
十
分
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
同
情
と
理
解

と
は
報
復
的
刑
罰
よ
り
人
道
的
で
あ
る
、
と
い
う
ト
ル
ス
ト
イ
の

立
場
を
肯
定
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。
講
演
会
は
「
聴
衆
は
文
字

通
り
満
場
立り
っ

錐す
い

の
余
地
な
き
迄
に
入
り
最
後
迄
一
人
の
退
席
を
見

ず
熱
心
に
傾
聴
さ
れ
た
こ
と
は
全
く
近
来
な
き
盛
況
」で
あ
っ
た
。

　

瀧
川
の
講
演
が
問
題
と
な
る
の
は
、
同
年
十
二
月
初
旬
の
こ

と
で
あ
り
、『
京
都
大
学
百
年
史
』
に
よ
る
と
「
新
城
（
新
蔵
）

総
長
が
文
部
省
に
行
っ
て
赤
間
（
信
義
）
専
門
学
務
局
長
に
会
っ

た
時
、
赤
間
は
、
総
長
に
向
か
っ
て
、
瀧
川
は
中
央
大
学
の
講
演

で
、
犯
罪
は
国
家
の
組
織
が
悪
い
か
ら
生
じ
る
の
で
、
刑
罰
を
加

え
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
、
犯
罪
は
国
家
に
対
す
る
制
裁
だ
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
話
し
た
と
か
で
、
そ
れ
を
林
頼
三
郎
検
事
総
長
が

聞
き
、
斎
藤
実ま
こ
と

内
閣
の
小
山
松
吉
司
法
大
臣
か
ら
鳩
山
一
郎
文

部
大
臣
に
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
が
あ
っ
た
か

ら
、
講
演
内
容
な
り
平
素
の
講
義
の
模
様
を
調
査
し
て
ほ
し
い
と

要
請
し
た
」
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
新
城
総
長
は
、
宮
本
英ひ
で

脩な
が

教
授

に
調
査
を
依
頼
し
、
宮
本
教
授
か
ら
宮
本
英
雄
法
学
部
長
と
佐
々

木
惣
一
教
授
に
伝
え
ら
れ
た
。
十
二
月
八
日
、
宮
本
法
学
部
長
が

上
京
し
、
赤
間
専
門
学
務
局
長
と
会
談
し
、
局
長
か
ら
、
議
会
の

質
問
用
に
講
演
の
材
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
。
同
日
、
京
大
に

お
い
て
、
佐
々
木
か
ら
瀧
川
に
講
演
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
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刑
法
学
大
講
演
会
と
瀧
川
幸
辰

が
伝
え
ら
れ
た
。
二
十
三
日
に
は
、
再
び
宮
本
法
学
部
長
と
赤
間

局
長
が
会
っ
て
講
演
要
旨
を
説
明
し
、
局
長
も
了
承
し
た
。

　

翌
年
二
月
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
政
友
会
の
宮
沢
裕

代
議
士
は
、
大
学
に
お
け
る
赤
化
教
授
の
罷
免
要
求
の
一
人
と
し

て
、
某
京
都
大
学
教
授
と
し
な
が
ら
も
、『
刑
法
読
本
』
と
本
学

の
講
演
を
挙
げ
て
瀧
川
を
批
判
し
、
鳩
山
文
部
大
臣
か
ら
「
斯
カ

ル
教
員
ガ
教
授
ヲ
致
サ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
深
ク
注
意
ヲ
致
ス
積
リ
デ
居

リ
マ
ス
」
と
い
う
回
答
を
得
た
。

　

こ
う
し
て
、
本
学
講
演
か
ら
端
を
発
し
た
こ
と
が
、
著
書
『
刑

法
読
本
』
の
客
観
主
義
に
鉾ほ
こ
さ
き先
が
向
い
て
い
く
。
瀧
川
は
の
ち

に
「
客
観
主
義
を
推

し
進
め
る
と
大
憲
否

認
、
国
家
否
定
に
な

る
と
い
う
た
め
ら
し

い
」、「
ト
ル
ス
ト
イ

が
ど
う
の
、
客
観
主

義
刑
法
が
こ
う
の
と

い
う
の
で
は
、
逆
襲

を
受
け
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主

義
な
ら
承
知
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
文
部
省
の
ね
ら
い
で
あ
っ

た
と
思
う
」
と
回
想
し
て
い
る
。

　

四
月
十
一
日
に
『
刑
法
読
本
』
が
発
禁
処
分
に
な
り
、
二
十
二

日
に
は
鳩
山
文
部
大
臣
に
よ
っ
て
同
書
の
内
容
が
国
家
否
認
の
危

険
思
想
で
あ
る
と
し
て
、
小
西
重
直
京
大
総
長
（
三
月
就
任
）
に

瀧
川
の
辞
職
ま
た
は
休
職
を
要
求
し
、
法
学
部
教
授
会
が
処
分
拒

否
を
し
た
た
め
、
五
月
に
は
文
官
高
等
分
限
委
員
会
が
開
か
れ
、

二
十
六
日
に
文
官
分
限
令
に
よ
っ
て
休
職
処
分
が
決
定
し
た
。

　

理
由
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
処
分
を
不

服
と
す
る
同
大
法
学
部
の
全
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
、

副
手
三
九
人
が
辞
表
を
提
出
し
た
。
小
西
総
長
と
鳩
山
文
相
と
の

間
で
妥
協
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
法
学
部
教
授
会
は
こ
れ
を
拒
否

し
、
総
長
は
辞
任
し
て
、
松
井
元
興
新
総
長
と
な
っ
た
。

　

七
月
十
日
、
新
総
長
は
、
文
相
官
邸
に
赴
き
、
就
任
の
挨
拶
と

法
学
部
教
授
全
員
の
辞
表
を
申
達
し
、
文
相
は
瀧
川
は
じ
め
佐
々

木
惣
一
、
宮
本
英
脩
、
森
口
繁
治
、
宮
本
英
雄
、
末
川
博
の
辞
表

を
受
理
し
、
翌
日
、
六
人
の
依
願
免
本
官
が
発
令
さ
れ
た
。

　

本
学
の
講
演
会
が
口
火
と
な
っ
て
、
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
の

研
究
の
自
由
と
大
学
の
自
治
に
対
す
る
弾
圧
へ
と
発
展
し
た
。
い

わ
ゆ
る
瀧
川
事
件
（
京
大
事
件
）
で
あ
る
。

刑法学大講演会を記念して。前列右より若林
勝太郎・草野豹一郎・瀧川幸辰・林頼三郎・
小野清一郎・柴田甲四郎・堀内節


